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提供体制や感染対策の見直し 等） 及びこ れに伴う 保健所等での対応の縮小

について、 市民に対し 、 丁寧に情報提供・ 共有を行う 。（ 総務部、 企画政策

部、 保健所、 保健福祉部）  
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第 12 章 物資101 

第１ 節 準備期 

１  目的 

感染症対策物資等は、 有事に、 医療や検査等を円滑に実施するために欠かせ

ないも のである。 そのため、 市は、 国、 県及び医療機関等と 連携し 、 感染症対

策物資等の備蓄の推進等102の必要な準備を 適切に行う こ と により 、 有事に必要

な感染症対策物資等が確保でき るよう にする。  

 

２  所要の対応 

1-1.  体制の整備 

・ 市は、 国が感染症対策物資等の需給状況の把握、 供給の安定化、 事業者等

に対する生産等の要請等を 円滑に行えるよう 、国における関係機関と の情

報共有体制の整備に協力する。（ 総務部、 保健所）  

 

1-2.  感染症対策物資等の備蓄等103 

・ 市は、 市行動計画に基づき 、 その所掌事務又は業務に係る新型イ ンフ ルエ

ンザ等対策の実施に必要な感染症対策物資等を 備蓄等すると と も に、定期

的に備蓄状況等を 確認する 104。（ 総務部、 保健所）  

なお、 上記の備蓄については、 災害対策基本法（ 昭和 36 年法律第 223

号） 第 49 条の規定による物資及び資材の備蓄と 相互に兼ねるこ と ができ

る 105。  

・ 市は、 国、 県から の要請を受けて、 最初に感染者に接触する可能性のある

救急隊員等の搬送従事者のための個人防護具の備蓄を進める。（ 消防局）  

 

  

 

101 特措法第８ 条第２ 項第２ 号ハ（ 生活環境の保全その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置） に対応する

記載事項 

102 備蓄等にあたっ ては使用推奨期限等に留意する。  

103 ワク チン接種資器材等及び検査物資の備蓄については、 それぞれの対策項目の章の記載を参照。  

104 特措法第 10 条 

105 特措法第 11 条 
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第２ 節 初動期 

１  目的 

感染症対策物資等の不足により 、 医療や検査等の実施が滞り 、 市民の生命及

び健康への影響が生じ るこ と を防ぐ こ と が重要である。 市は、 国、 県等と 連携

し て感染症対策物資等の備蓄や需給状況の確認等を 適切に行い、 有事に必要な

感染症対策物資等を確保する。  

 

２  所要の対応 

2-1. 感染症対策物資等の備蓄状況等の確認 

・ 市は、 所掌事務又は業務に係る新型イ ンフ ルエンザ等対策の実施に必要

な感染症対策物資等の備蓄状況を 確認する。 （ 総務部、 保健所）  
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第３ 節 対応期 

１  目的 

感染症対策物資等の不足により 、 医療や検査等の実施が滞り 、 市民の生命及

び健康への影響が生じ るこ と を防ぐ こ と が重要である。 市は、 初動期に引き 続

き 、 感染症対策物資等の備蓄や需給状況を 確認すると と も に、 必要な感染症対

策物資等が物資等を必要と する現場に届く よう に調整する。  

 

２  所要の対応 

3-1. 感染症対策物資等の備蓄状況等の確認等 

・ 市は、所掌事務又は業務に係る新型イ ンフ ルエンザ等対策の実施に必要な

感染症対策物資等の備蓄状況を随時確認する。（ 総務部、 保健所）  

 

3-2. 備蓄物資等の供給に関する相互協力 

・ 市は、 新型イ ンフ ルエンザ等緊急事態において、 必要な物資及び資材が不

足すると き は、 国や県、 他の地方自治体、 指定地方公共機関等の関係機関

と 、 備蓄する物資及び資材を互いに融通する等、 物資及び資材の供給に関

し 相互に協力するよう 努める 106。（ 総務部、 保健所）

 

106 特措法第 51 条 
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第 13 章 市民生活及び経済の安定の確保 

第１ 節 準備期 

１  目的 

新型イ ンフ ルエンザ等の発生時には、 市民の生命及び健康に被害が及ぶと

と も に、 新型イ ンフ ルエンザ等及び新型イ ンフ ルエンザ等のまん延の防止に

関する措置により 市民生活及び経済活動に大き な影響が及ぶ可能性がある。  

市は、 自ら 必要な準備を行いながら 、 事業者や市民に対し 、 適切な情報提

供・ 共有を 行い、 必要な準備を行う こ と を 勧奨する。  

また、 指定地方公共機関及び登録事業者は、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生

時において、 新型イ ンフ ルエンザ等対策の実施や自ら の事業を 継続するこ と

により 、 市民生活及び経済活動の安定に寄与するため、 業務計画の策定等の

必要な準備を 行う 。  

こ れら の必要な準備を 行う こ と で、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生時に市民生

活及び経済活動の安定を 確保するための体制及び環境を整備する。  

 

２  所要の対応 

1-1.  情報共有体制の整備 

・ 市は、 新型イ ンフ ルエンザ等対策の実施に当たり 、 関係機関と の連携や内

部部局間での連携のため、必要と なる情報共有体制を整備する。（ 総務部、

保健所）  

 

1-2.  支援の実施に係る仕組みの整備 

・ 市は、新型イ ンフ ルエンザ等の発生時の支援の実施に係る行政手続や支援

金等の給付・ 交付等について、DX を推進し 、適切な仕組みの整備を行う 。

その際は、 高齢者やデジタ ル機器に不慣れな方々、 外国人等も 含め、 支援

対象に迅速に網羅的に情報が届く よう にするこ と に留意する。（ 総務部、

関係部局）  

 

1-3.  物資及び資材の備蓄107 

・ 市は、 市行動計画に基づき 、 第 12 章第１ 節（「 物資」 における 準備期） 1-

２ で備蓄する感染症対策物資等のほか、その所掌事務又は業務に係る新型

イ ンフ ルエンザ等対策の実施に当たり 、必要な食料品や生活必需品等を 備

蓄する 108。（ 総務部、 保健所）  

なお、 上記の備蓄については、 災害対策基本法第 49 条の規定によ る物

 

107 ワク チン接種資器材等、 検査物資や感染症対策物資等の備蓄については、 それぞれの対策項目の章の記載を参照。  

108 特措法第 10 条 
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資及び資材の備蓄と 相互に兼ねるこ と ができ る 109。（ 総務部）  

・ 市は、 事業者や市民に対し 、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生に備え、 マスク

や消毒薬等の衛生用品、食料品や生活必需品等の備蓄を行う こ と を勧奨す

る。  

なお、 勧奨に当たっ ては、 市民が適切に判断・ 行動でき るよう 、 的確な

情報提供に留意する。（ 総務部、 保健所）  

 

1-4.  生活支援を 要する者への支援等の準備 

・ 市は、 国から の要請を 受けて、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生時における、

高齢者、 障害者等の要配慮者等への生活支援（ 見回り 、 介護、 訪問診療、

食事の提供等）、 搬送、 死亡時の対応等について、 県と 連携し 要配慮者の

把握と と も にその具体的手続を 決めておく 。（ 総務部、 保健所、 保健福祉

部）  

 

1-5.  火葬体制の構築 

・ 市は、県が調査し 把握し た県内の火葬場の能力や遺体搬送手段等の体制を

踏まえ、 市内における火葬の適切な実施ができ る よう 調整を 行う 。（ 総務

部、 地域・ 市民生活部）

  

 

109 特措法第 11 条 
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第２ 節 初動期 

１  目的 

市は、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生に備え、 必要な対策の準備等を 行い、

事業者や市民に、 事業継続のための感染対策等と し て必要と なる可能性があ

る対策の準備等を 呼びかける。  

また、 新型イ ンフ ルエンザ等が発生し た場合には、 速やかに所要の対応を  

行い、 市民生活及び経済活動の安定を 確保する。  

 

２  所要の対応 

2-1.  事業継続に向けた準備等の要請 

・ 市は、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生に備え、 感染の可能性のある者と の

接触機会を 減ら す観点から 、 国が必要に応じ て事業者に要請する、 従業

員の健康管理の徹底及び、 感染が疑われる症状が見ら れる職員等への休

暇取得の勧奨、 オンラ イ ン会議等の活用、 テレ ワーク や時差出勤の推進

等の感染拡大防止に必要な対策等の準備について、 県等と 連携し 、 関係

団体等を通じ て市内に周知する。 （ 総務部、 保健所、 経済産業振興部、

関係部局）  

・ 市は、 こ れら のほか、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生に備え、 国が事業者

に対し て要請する、 自ら の業態を 踏まえ、 感染拡大防止に必要な対策等

の準備について、 必要に応じ 県等と 連携し 、 関係団体等を 通じ て市内に

周知する。 （ 総務部、 保健所、 経済産業振興部、 関係部局）  

 

2-2.  生活関連物資等の安定供給に関する市民及び事業者への呼びかけ 

・ 市は、 国が国民等に対し て呼びかける、 生活関連物資等（ 食料品や生活 

必需品その他の国民生活と の関連性が高い物資又は国民経済上重要な物

資を いう 。 以下同じ 。 ） の購入に当たっ て、 消費者と し て適切な行動を

するよう 、 市民に呼びかける。 （ 総務部、 企画政策部）  

・ 市は、 国が事業者に対し て、 生活関連物資の価格の高騰や買占め及び売惜 

し みを 生じ さ せないよう 要請するこ と について、県等と 連携し 関係団体な

どを 通じ て市内に周知する。 （ 総務部、 経済産業振興部、 関係部局）  

 

2-3.  法令等の弾力的な運用 

・ 市は、国から 示さ れる国民生活及び社会経済活動の安定を 確保するための

法令等の弾力的な運用について、市民及び事業者への周知に協力する。（ 総

務部、 関係部局）  
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2-4.  遺体の火葬・ 安置 

・ 市は、 県を 通じ ての国から の要請を 受けて、 火葬場の火葬能力の限界を

超える事態が起こ っ た場合に備え、 一時的に遺体を 安置でき る施設等の

確保ができ るよう 準備を行う 。（ 総務部、 地域・ 市民生活部）  
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第３ 節 対応期 

１  目的 

市は、 準備期での対応を基に、 市民生活及び経済活動の安定を 確保するた

めの取組を 行う 。  

また、 新型イ ンフ ルエンザ等及び新型イ ンフ ルエンザ等のまん延の防止に

関する措置により 生じ た影響を緩和するため、 必要な支援及び対策を 行う 。  

指定（ 地方） 公共機関及び登録事業者は、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生時

において、 新型イ ンフ ルエンザ等対策の実施や自ら の事業を継続するこ と に

より 、 市民生活及び社会経済活動の安定の確保に努める。  

 

２  所要の対応 

3-1.  市民生活の安定の確保を 対象と し た対応 

3-1-1.  生活関連物資等の安定供給に関する市民及び事業者への呼びかけ 

・ 市は、 国や県の呼びかけを 踏まえ、 生活関連物資等の購入に当たっ ての

消費者と し ての適切な行動について市民に呼びかける。 （ 総務部、 関係

部局）  

・ 市は、 国が事業者に対し て、 生活関連物資等の価格の高騰や買占め及び売

惜し みを生じ さ せないよう 要請するこ と について、 県等と 連携し 、 関係団

体などを通じ て市内に周知する。 （ 総務部、 関係部局）  

 

3-1-2.  心身への影響に関する施策 

・ 市は、新型イ ンフ ルエンザ等及び新型イ ンフ ルエンザ等のまん延の防止に

関する措置により 生じ 得る心身への影響を考慮し 、必要な施策（ 自殺対策、

メ ンタ ルヘルス対策、 孤独・ 孤立対策、 高齢者のフ レイ ル予防、 こ ども の

発達・ 発育に関する影響への対応等） を講ずる。（ 総務部、 保健福祉部、 保

健所、 こ ども 未来部、 関係部局）  

 

3-1-3.  生活支援を 要する者への支援 

・ 市は、 国から の要請を受けて、 高齢者、 障害者等の要配慮者等に必要に応

じ 生活支援（ 見回り 、 介護、 訪問診療、 食事の提供等）、 搬送、 死亡時の対

応等を 行う 。（ 総務部、 保健所、 保健福祉部）  
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3-1-4.  教育及び学びの継続に関する支援 

・ 市は、 新型イ ンフ ルエンザ等対策と し て、 学校の使用の制限110やその他長

期間の学校の臨時休業の要請等がなさ れた場合は、 必要に応じ 、 教育及び

学びの継続に関する取組等の必要な支援を行う 。（ 総務部、 教育委員会）  

 

3-1-5.  サービス水準に係る市民への周知 

・ 市は、 国が行う 事業者のサービス提供水準に係る状況の把握に協力し 、   

必要に応じ て、 市民に対し 、 新型イ ンフ ルエンザ等の感染拡大時にサー

ビス提供水準が相当程度低下する可能性があるこ と について周知し 、 理

解を 得るよう 努める。 （ 総務部、 企画政策部、 関係部局）  

 

3-1-6.  犯罪の予防・ 取締り  

・ 市は、 混乱に乗じ て発生が予想さ れる各種犯罪を防止するため、 県警察

本部が行う 取締り その他防犯のための取り 組みや、 広報啓発活動に協力

する。 （ 総務部、 企画政策部、 関係部局）  

 

3-1-7.  生活関連物資等の価格の安定等 

・ 市は、 市民生活及び経済の安定のために、 物価の安定及び生活関連物資等

の適切な供給を 図る必要があるこ と から 、生活関連物資等の価格が高騰し

ないよう 、 また、 買占め及び売惜し みが生じ ないよう 、 調査・ 監視を 行う

と と も に、 必要に応じ 、 関係業界団体等に対し て供給の確保や便乗値上げ

の防止等の要請を 行う 。（ 総務部、 関係部局）  

・ 市は、 生活関連物資等の需給・ 価格動向や実施し た措置の内容について、

市民への迅速かつ的確な情報共有に努めると と も に、 必要に応じ 、 市民か

ら の相談窓口・ 情報収集窓口の充実を図る。（ 総務部、 関係部局）  

・ 市は、 生活関連物資等の価格の高騰又は供給不足が生じ 、 又は生じ るおそ

れがあると き は、 市行動計画に基づき 、 適切な措置を 講ずる。（ 総務部、

関係部局）  

・ 市は、 新型イ ンフ ルエンザ等緊急事態において、 市民生活と の関連性が高

い物資若し く は役務又は市民経済上重要な物資若し く は役務の価格の高

騰又は供給不足が生じ 、 又は生じ るおそれがあると き は、 生活関連物資等

の買占め及び売惜し みに対する緊急措置に関する法律（ 昭和 48 年法律第

48 号）、 国民生活安定緊急措置法（ 昭和 48 年法律第 121 号） その他の法

令の規定に基づく 措置その他適切な措置を講ずる 111。（ 総務部、関係部局）  

 

110 特措法第 45 条第２ 項 

111 特措法第 59 条 
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3-1-8.  埋葬・ 火葬の特例等 

・ 市は、 第２ 節（ 初動期） 2-4 の対応を継続し て行う と と も に、 必要に応

じ て以下の対応を 行う 。（ 総務部、 地域・ 市民生活部）  

・ 市は、 県を 通じ ての国から の要請を 受けて、 火葬場の指定管理者に可能

な限り 火葬炉を 稼働さ せる。  

・ 市は、 遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者と 連携し 、 円滑な火葬

が実施でき るよう 努める。 また、 火葬場の火葬能力に応じ て、 臨時遺体

安置所と し て準備し ている場所を 活用し た遺体の保存を 適切に行う 。  

・ 市は、 県の要請を 受けて、 区域内で火葬を行う こ と が困難と 判断さ れた

近隣市に対し て広域火葬の応援・ 協力を 行う 。  

・ 市は、 県を 通じ ての国から の要請を 受けて、 死亡者が増加し 、 火葬能力

の限界を超えるこ と が明ら かになっ た場合には、 一時的に遺体を安置す

る施設等を 直ちに確保する。  

・ あわせて市は、 遺体の保存作業のために必要と なる人員等を確保する。  

・ 万が一、 臨時遺体安置所において収容能力を 超える事態と なっ た場合に

は、 市は、 臨時遺体安置所の拡充について早急に措置を 講ずると と も

に、 県から 火葬場の火葬能力について最新の情報を 得て、 円滑に火葬が

行われるよう 努める。  

・ 市は、 新型イ ンフ ルエンザ等緊急事態において、 埋葬又は火葬を円滑に

行う こ と が困難と なり 、 国が緊急の必要があると 認めて、 市以外の市町

村による埋葬又は火葬の許可等の埋葬及び火葬の手続の特例を 定めた 112

場合には、 それに基づいて対応する。  

 

3-1-9.  新型イ ンフ ルエンザ等の患者等の権利利益の保全等 

・ 市は、 国が新型イ ンフ ルエンザ等緊急事態において、 特定非常災害の被

害者の権利利益の保全等を 図るための特別の措置に関する法律（ 平成８

年法律第 85 号） に基づく 措置の必要性を 検討し 、 行政上の権利利益に係

る満了日の延長に関する措置、 期限内に履行さ れなかっ た義務に係る免

責に関する措置等の特例措置のう ち当該新型イ ンフ ルエンザ等緊急事態 

に対し 適用すべき も のを 指定113し た場合には、 それに基づいて対応す

る。 （ 全部局）  

 

 

 

 

112 特措法第 56 条 

113 特措法第 57 条 
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3-2.  社会経済活動の安定の確保を 対象と し た対応 

3-2-1.  事業継続に関する事業者への要請等 

・ 市は、 国が全国の事業者に対し て要請する、 従業員の健康管理の徹底や、 事

業所や職場における感染防止対策の実施について、 関係団体等を通じ るなど

し て、 市内の事業者に周知する。 （ 総務部、 関係部局）  

・ 市は、 国等から 提供さ れる事業継続に資する情報（ 事業所における感染防止

対策や感染し た可能性のある従業員に対する 必要な対応に係る情報） を適時

更新し ながら 、 事業者に提供する。（ 総務部、 関係部局）  

 

3-2-2.  事業者に対する支援 

・ 市は、新型イ ンフ ルエンザ等及び新型イ ンフ ルエンザ等のまん延の防止に

関する措置による事業者の経営及び市民生活への影響を 緩和し 、市民生活

及び経済の安定を 図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必

要な財政上の措置その他の必要な措置を 、 公平性にも 留意し 、 効果的に講

ずる。（ 総務部、 関係部局）  

 

3-2-3.  市民生活及び地域経済の安定に関する措置 

・ 水道事業者、 水道用水供給事業者及び工業用水道事業者である市は、 新型

イ ンフ ルエンザ等緊急事態において、 市行動計画に基づき 、 水を 安定的か

つ適切に供給するため必要な措置を 講ずる 114。（ 上下水道局）  

 

3-3.  市民生活及び社会経済活動の両方の安定の確保を対象と し た対応 

3-3-1.  法令等の弾力的な運用 

・ 市は、国から 示さ れる国民生活及び社会経済活動の安定を 確保するための

法令等の弾力的な運用について、市民及び事業者への周知に協力する。（ 総

務部、 関係部局）  

 

3-3-2.  新型イ ンフ ルエンザ等緊急事態に関する融資115等 

・ 市は、 国・ 県と 連携し 、 必要に応じ 、 金融機関等に対し 、 特別な融資を 実

施するなどの措置を講ずるよう 要請する。 （ 経済産業振興部）  

 

3-3-3.  雇用への影響に関する支援 

・ 市は、 新型イ ンフ ルエンザ等及び新型イ ンフ ルエンザ等のまん延の防止

に関する措置による雇用への影響を 考慮し 、 雇用に関し て必要な支援を

 

114 特措法第 52 条第２ 項 

115 特措法第 60 条 
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行う 。 （ 経済産業振興部、 関係部局）  

3-3-4.  市民生活及び社会経済活動に及ぼす影響を緩和するその他の支援 

・ 市は、 本章の各支援策のほか、 新型イ ンフ ルエンザ等及び新型イ ンフ ル

エンザ等のまん延の防止に関する措置等により 生じ た市民生活及び社会

経済活動への影響に対し 、 必要に応じ た支援を 行う 。  

なお、 支援策の検討に当たっ て、 市は、 生活基盤が脆弱な者等が特に大

き な影響を受けるこ と に留意する。 （ 全部局）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

用語集 
  

- 126 - 

 

用語 内容 

医療機関等情報支援システム（ G-

MI S）  

G-MI S（ Gat her i ng Medi cal  I nf or mat i on 

Syst emの略） は、 全国の医療機関等か

ら 、 医療機関等の稼働状況、 病床や医療

スタ ッ フ の状況、 受診者数、 検査数、 医

療機器（ 人工呼吸器等） や医療資材（ マ

スク や防護服等） の確保状況等を 一元的

に把握・ 支援するシステム 

医療計画 医療法第30条の４ 第１ 項の規定に基づき

都道府県が定める医療提供体制の確保を

図るための計画 

医療措置協定 感染症法第36条の３ 第１ 項に規定する都

道府県と 当該都道府県知事が管轄する区

域内にある医療機関と の間で締結さ れる

協定 

疫学 健康に関連する状態や事象の集団中の分

布や決定要因を 研究し 、 かつ、 その研究

成果を 健康問題の予防やコ ント ロールの

ために適用する学問 

隔離 検疫法第14条第１ 項第１ 号及び第15条第

１ 項（ こ れら の規定を同法第34条第１ 項

の規定に基づく 政令によっ て準用し 、 又

は同法第34条の２ 第３ 項の規定により 実

施する場合を 含む。 ） の規定に基づき 、

患者を 医療機関に収容し 、 新型イ ンフ ル

エンザ等のまん延を防止するため、 ほか

から の分離を 図るこ と 。  

環境保全研究所等 環境保全研究所及び長野市保健所環境衛

生試験所 

患者等 患者及び感染し たおそれのある者 

感染症イ ンテリ ジェ ンス 感染症による公衆衛生リ スク を 探知、 評

価し 、 予防や制御方法を 決定するため、

あら ゆる情報源から 感染症に関するデー

タ を 体系的かつ包括的に収集、 分析、 解

釈し 、 政策上の意思決定及び実務上の判

断に活用可能な情報（ イ ンテリ ジェ ン
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ス） と し て提供する活動 

感染症危機 国民の大部分が現在その免疫を 獲得し て

いないこ と 等から 、 新型イ ンフ ルエンザ

等が全国的かつ急速にまん延し 、 国民の

生命及び健康並びに国民生活及び国民経

済に重大な影響が及ぶ事態 

感染症危機対応医薬品等 公衆衛生危機管理において、 救命、 流行

の抑制、 社会活動の維持等、 危機への医

療的な対抗手段と なる重要性の高い医薬

品や医療機器等 

感染症サーベイ ラ ンス 感染症サーベイ ラ ンスは、 感染症の発生

状況（ 患者及び病原体） のレ ベルやト レ

ンド を 把握するこ と を指す。  

感染症サーベイ ラ ンスシステム 感染症法第12条や第14条等の規定に基づ

き 届け出ら れた情報等を 集計・ 還元する

ために活用さ れているシステム。 なお、

新型コ ロナ対応で活用し た健康観察機能

も 有し ている。  

感染症対策物資等 感染症法第53条の16第１ 項に規定する医

薬品（ 薬機法第２ 条第１ 項に規定する医

薬品） 、 医療機器（ 同条第４ 項に規定す

る医療機器） 、 個人防護具（ 着用するこ

と によっ て病原体等にばく 露するこ と を

防止するための個人用の道具） 、 その他

の物資並びにこ れら の物資の生産に必要

不可欠であると 認めら れる物資及び資材 

帰国者等 帰国者及び入国者 

季節性イ ンフ ルエンザ イ ンフ ルエンザウイ ルスのう ち抗原性が

小さ く 変化し ながら 毎年国内で冬季を 中

心に流行を 引き 起こ すＡ 型又はＡ 型のよ

う な毎年の抗原変異が起こ ら ないＢ 型に

より 引き 起こ さ れる呼吸器症状を 主と し

た感染症 

基本的対処方針 特措法第18条の規定に基づき 、 新型イ ン
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フ ルエンザ等への基本的な対処の方針を

定めたも の 

協定締結医療機関 感染症法第36条の３ 第１ 項に規定する医

療措置協定を 締結する医療機関。 「 病床

確保」 、 「 発熱外来」 、 「 自宅療養者等

への医療の提供」 、 「 後方支援」 、 「 医

療人材の派遣」 のいずれか１ つ以上の医

療措置を実施する。  

業務継続計画（ BCP）  不測の事態が発生し ても 、 重要な事業を

中断さ せない、 又は中断し ても 可能な限

り 短い期間で復旧さ せるための方針、 体

制、 手順等を 示し た計画 

居宅等での待機指示 検疫法第14条第１ 項第４ 号及び第16条の

３ 第１ 項（ こ れら の規定を 同法第34条第

１ 項の規定に基づく 政令によっ て準用す

る場合を含む。 ） の規定に基づき 、 検疫

所長が、 居宅等での待機要請を受けた者

で、 正当な理由なく 当該待機要請に応じ

ないも の等に対し 、 新型イ ンフ ルエンザ

等の病原体を 保有し ていないこ と が確認

さ れるまでの間、 居宅又はこ れに相当す

る場所から 外出し ないこ と を 指示するこ

と 。  

居宅等での待機要請 検疫法第14条第１ 項第３ 号及び第16条の

２ 第２ 項（ こ れら の規定を 同法第34条第

１ 項の規定に基づく 政令によっ て準用す

る場合を含む。 ） の規定に基づき 、 検疫

所長が、 感染し たおそれのある者に対

し 、 一定期間（ 当該感染症の潜伏期間を

考慮し て定める期間） 、 居宅又はこ れに

相当する場所から 外出し ないこ と を 求め

るこ と 。  

緊急事態宣言 特措法第32条第１ 項に規定する新型イ ン

フ ルエンザ等緊急事態宣言のこ と 。 新型

イ ンフ ルエンザ等が国内で発生し 、 その

全国的かつ急速なまん延により 国民生活
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及び国民経済に甚大な影響を 及ぼし 、 又

はそのおそれがある事態が発生し たと 認

めると き に、 同項の規定に基づき 、 当該

事態が発生し た旨及び緊急事態措置を 実

施すべき 期間、 区域及びその内容を 公示

するこ と 。  

緊急事態措置 特措法第２ 条第４ 号に規定する新型イ ン

フ ルエンザ等緊急事態措置のこ と 。 国民

の生命及び健康を 保護し 、 並びに国民生

活及び国民経済に及ぼす影響が最小と な

るよう にするため、 国、 地方公共団体並

びに指定公共機関及び指定地方公共機関

が特措法の規定により 実施する措置。 例

えば、 生活の維持に必要な場合を 除き み

だり に居宅等から 外出し ないこ と を 要請

するこ と や、 多数の者が利用する施設の

使用の制限又は停止等を 要請するこ と 等

が含まれる。  

ゲノ ム情報 病原体の保有する全ての遺伝情報を指

す。 ゲノ ム情報を 解析するこ と で、 変異

状況の把握等が可能と なる。  

健康観察 感染症法第44条の３ 第１ 項又は第２ 項の

規定に基づき 、 都道府県知事又は保健所

設置市等の長が、 当該感染症にかかっ て

いると 疑う に足り る正当な理由のある者

又は当該感染症の患者に対し 、 健康状態

について報告を 求めるこ と 。  

健康監視 検疫法第18条第２ 項（ 同法第34条第１ 項

の規定に基づく 政令によっ て準用し 、 又

は同法第34条の２ 第３ 項の規定により 実

施する場合を 含む。 ） の規定に基づき 、

検疫所長が、 又は感染症法第15条の３ 第

１ 項（ 感染症法第44条の９ 第１ 項の規定

に基づく 政令によっ て準用する場合を 含

む。 ） の規定に基づき 、 都道府県知事又

は保健所設置市等の長が、 対象者の体温



 

用語集 
  

- 130 - 

 

その他の健康状態等について報告を 求

め、 又は質問を 行う こ と 。  

健康危機対処計画 地域保健対策の推進に関する基本的な指

針（ 平成６ 年厚生省告示第374号） に基づ

き 、 平時から 健康危機に備えた準備を 計

画的に進めるため、 保健所及び地方衛生

研究所等が策定する計画。  

策定に当たっ ては、 都道府県単位の広域

的な健康危機管理の対応について定めた

手引書や保健所設置市及び特別区におけ

る区域全体に係る健康危機管理の対応に

ついて定めた手引書、 感染症法に基づく

予防計画、 特措法に基づく 都道府県行動

計画及び市町村行動計画等を 踏まえるこ

と と さ れている。  

検査等措置協定 感染症法第36条の６ 第１ 項に規定する新

型イ ンフ ルエンザ等に係る検査を 提供す

る体制の確保や宿泊施設の確保等を 迅速

かつ適確に講ずるため、 病原体等の検査

を 行っ ている機関や宿泊施設等と 締結す

る協定 

検査等措置協定締結機関等 感染症法第36条の６ に規定する検査等措

置協定を締結し ている、 病原体等の検査

を 行う 機関（ 民間検査機関や医療機関

等） や宿泊施設等を指す。  

県等 都道府県、 保健所設置市（ 地域保健法施

行令（ 昭和23年政令第77号） 第１ 条に定

める市） 及び特別区 

国立健康危機管理研究機構（ JI HS）  国立健康危機管理研究機構法（ 令和５ 年

法律第46号） に基づき 、 統括庁や厚生労

働省に質の高い科学的知見を 提供する新

たな専門家組織と し て、 2025年４ 月に設

立さ れた国立健康危機管理研究機構。 国

立感染症研究所と 国立研究開発法人国立

国際医療研究センタ ーを 統合し 、 感染症
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等の情報分析・ 研究・ 危機対応、 人材育

成、 国際協力、 医療提供等を 一体的・ 包

括的に行う 。  

期待さ れる役割は、 以下のと おり 。  

（ １ ） 地方衛生研究所等や諸外国と のネ

ッ ト ワーク を 活用し た情報収集に基づく

リ スク 評価 

（ ２ ） 科学的知見の迅速な提供、 対策の

助言と 分かり やすい情報提供・ 共有 

（ ３ ） 研究開発や臨床研究等のネッ ト ワ

ーク のハブの役割 

（ ４ ） 新型イ ンフ ルエンザ等への対応能

力向上のための専門人材の育成 

（ ５ ） 国際連携による新興感染症等の早

期探知やリ スク 評価能力の向上、 研究開

発体制の強化 

個人防護具 マスク 、 ゴーグル、 ガウン、 手袋等のよ

う に、 各種の病原体、 化学物質、 放射性

物質、 その他の危険有害要因と の接触に

よる障害から 個人を守るために作成・ 考

案さ れた防護具 

災害派遣医療チーム（ DMAT）  DMAT（ Di sast er  Medi cal  Assi st ance 

Teamの略） は、 災害発生時や新興感染症

等の発生・ まん延時に、 地域において必

要な医療提供体制を支援し 、 傷病者の生

命を 守るため、 専門的な研修・ 訓練を 受

けた医療チーム。 大規模災害や多く の傷

病者が発生し た事故等の現場に、 急性期

（ おおむね48時間以内） から 活動でき る

機動性を持つほか、 新興感染症に係る患

者が増加し 、 通常の都道府県内の医療提

供体制の機能維持が困難な場合に、 都道

府県の要請に基づき、 感染症の専門家と

と も に、 入院調整、 集団感染が発生し た

高齢者施設等の感染制御や業務継続の支

援等を 行う 。  
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災害派遣精神医療チーム（ DPAT）  DPAT（ Di sast er  Psychi at r i c Assi st ance 

Teamの略） は、 災害発生時や新興感染症

等の発生・ まん延時に、 被災地域の精神

保健医療ニーズの把握、 他の保健医療体

制と の連携、 各種関係機関等と のマネジ

メ ント 、 専門性の高い精神科医療の提供

と 精神保健活動の支援を 行う 、 専門的な

研修・ 訓練を 受けた災害派遣精神医療チ

ーム。 感染症に係る患者が増加し 、 通常

の都道府県内の精神保健医療提供体制の

機能維持が困難な場合に、 都道府県の要

請に基づき 、 感染症の専門家と と も に、

精神疾患を 有する患者の入院調整、 集団

感染が発生し た精神科医療機関等の感染

制御や業務継続の支援等を 行う 。  

実地疫学専門家養成コ ース 

（ FETP）  

FETP （ Fi el d Epi demi ol ogy Tr ai ni ng 

Pr ogr amの略） は、 感染症危機管理事例を

迅速に探知し て適切な対応を 実施するた

めの中核と なる実地疫学者を 養成し 、 そ

の全国規模ネッ ト ワーク を 確立するこ と

を 目的と し て、 JI HSが実施し ている実務

研修 

指定（ 地方） 公共機関 特措法第２ 条第７ 号に規定する指定公共

機関及び同条第８ 号に規定する指定地方

公共機関。 電気、 ガス、 鉄道等の社会イ

ンフ ラ や医療、 金融、 通信等に関連する

事業者が指定さ れている。  

重点感染症 公衆衛生危機管理において、 救命、 流行

の抑制、 社会活動の維持等、 危機への医

療的な対抗手段と なる重要性の高い医薬

品等（ MCM） の利用可能性を 確保するこ と

が必要な感染症で、 厚生労働省において

指定さ れたも のを 指す。 本政府行動計画

上では特措法における新型イ ンフ ルエン

ザ等の発生時における対策の基盤と する

ため、 平時においては、 重点感染症を 対
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象と し た医薬品等の対策を 実施する。  

住民接種 特措法第27条の２ の規定に基づき 、 新型

イ ンフ ルエンザ等が国民の生命及び健康

に著し く 重大な被害を与え、 国民生活及

び国民経済の安定が損なわれるこ と のな

いよう にするため緊急の必要があると 認

めると き に、 対象者及び期間を定め、 予

防接種法第６ 条第３ 項の規定に基づき 実

施する予防接種のこ と 。  

宿泊施設での待機要請 検疫法に基づき 、 検疫所長が宿泊施設か

ら 外出し ないよう 求めるこ と 。  

・ 検疫法第14条第１ 項第３ 号及び第16条

の２ 第１ 項（ こ れら の規定を 同法第34条

第１ 項の規定に基づく 政令によっ て準用

する場合を 含む。 ） の規定に基づき 、 患

者に対し 、 新型イ ンフ ルエンザ等の病原

体を 保有し ていないこ と が確認さ れるま

での間、 又は 

・ 検疫法第14条第１ 項第３ 号及び第16条

の２ 第２ 項（ こ れら の規定を 同法第34条

第１ 項の規定に基づく 政令によっ て準用

する場合を 含む。 ） の規定に基づき 、 感

染し たおそれのある者に対し 、 一定期間

（ 当該感染症の潜伏期間を 考慮し て定め

る期間） 、  

新型イ ンフ ルエンザ等 感染症法第６ 条第７ 項に規定する新型イ

ンフ ルエンザ等感染症、 同条第８ 項に規

定する指定感染症（ 感染症法第14条の報

告に係るも のに限る。 ） 及び感染症法第

６ 条第９ 項に規定する新感染症（ 全国的

かつ急速なまん延のおそれのあるも のに

限る。 ） を いう 。 本政府行動計画におい

ては、 新型イ ンフ ルエンザ等に位置付け

ら れる可能性がある感染症について、 そ

の発生の情報を 探知し た段階より 、 本用
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語を 用いる。  

新型イ ンフ ルエンザ等緊急事態 特措法第32条に規定する新型イ ンフ ルエ

ンザ等が国内で発生し 、 その全国的かつ

急速なまん延により 国民生活及び国民経

済に甚大な影響を 及ぼし 、 又は及ぼすお

それがあるも のと し て政令で定める要件

に該当する事態 

新興感染症 かつて知ら れていなかっ た、 新し く 認識

さ れた感染症で、 局地的あるいは国際的

に、 公衆衛生上問題と なる感染症 

積極的疫学調査 感染症法第15条の規定に基づき 、 患者、

疑似症患者、 無症状病原体保有者等に対

し 、 感染症の発生の状況、 動向及び原因

を 明ら かにするために行う 調査 

全数把握 感染症法第12条の規定に基づき 、 全ての

医師が届出を 行う 必要のある感染症（ 全

数把握） について患者の発生の届出を 行

う も の  

相談センタ ー 新型イ ンフ ルエンザ等の発生国・ 地域か

ら の帰国者等又は患者への濃厚接触者で

あっ て、 発熱・ 呼吸器症状等がある方か

ら の相談に応じ るための電話窓口 

双方向のコ ミ ュ ニケーショ ン 地方公共団体、 医療機関、 事業者等を 含

む国民等が適切に判断・ 行動するこ と が

でき るよう 、 国による一方向の情報提供

だけでなく 、 多様な手段を 活用し て情報

の受取手の反応や関心を 把握・ 共有し て

行う コ ミ ュ ニケーショ ン 

地方衛生研究所等 地域保健法第26条に規定する調査・ 研

究、 試験・ 検査、 情報収集・ 分析・ 提

供、 研修・ 指導等の業務を 行う 都道府県

等の機関（ 当該都道府県等が当該業務を

他の機関に行わせる場合は、 当該機

関。 ） をいう 。 本県では、 環境保全研究

所  
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定点把握 感染症法第14条の規定に基づき 、 都道府

県が指定し た医療機関のみが届出を 行う

感染症の患者の発生を把握する方法 

停留 検疫法第14条第１ 項第２ 号及び第16条第

２ 項（ こ れら の規定を同法第34条第１ 項

の規定に基づく 政令によっ て準用し 、 又

は同法第34条の２ 第３ 項の規定により 実

施する場合を 含む。 ） の規定に基づき 、

検疫所長が、 感染し たおそれのある者に

ついて、 一定期間（ 当該感染症ごと にそ

れぞれの潜伏期間を考慮し て政令で定め

る期間） 、 医療機関、 宿泊施設や船舶内

に収容するこ と 。  

統括庁 内閣感染症危機管理統括庁。 次の感染症

危機に対応する政府の司令塔機能を 強化

するため、 内閣法（ 昭和22年法律第５

号） を 改正し 、 2023年９ 月に内閣官房に

設置。 感染症対応に係る関係省庁に対す

る総合調整を 平時から 有事まで一貫し て

統括し 、 有事においては、 政府対策本部

の下で各省庁等の対応を 強力に統括し つ

つ、 JI HSから 提供さ れる科学的知見を 活

用し ながら 、 感染症危機の対応に係る政

府全体の方針を 策定し 、 各省庁の総合調

整を 実施する。  

登録事業者 特措法第28条に規定する医療の提供の業

務又は国民生活及び国民経済の安定に寄

与する業務を 行う 事業者であっ て厚生労

働大臣の定めると こ ろ により 厚生労働大

臣の登録を 受けているも の 

特定新型イ ンフ ルエンザ等対策 特措法第２ 条第２ 号の２ に規定する特定

新型イ ンフ ルエンザ等対策のこ と 。 地方

公共団体が特措法及び感染症法の規定に

より 実施する措置であっ て、 新型イ ンフ

ルエンザ等のまん延を防止するため特に

必要があるも のと し て新型イ ンフ ルエン
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ザ等対策特別措置法施行令第１ 条に規定

するも の 

特定接種 特措法第28条の規定に基づき 、 医療の提

供並びに国民生活及び国民経済の安定を

確保するため、 国が緊急の必要があると

認めると き に、 臨時に行われる予防接種

のこ と 。  

濃厚接触者 感染し た人と 近距離で接触し たり 、 長時

間接触し たり し て新型イ ンフ ルエンザ等

にかかっ ていると 疑う に足り る正当な理

由のある者 

パルスオキシメ ータ ー 皮膚を 通し た光の吸収値で酸素飽和度を

測定する医療機器 

フ レイ ル 身体性脆弱性のみなら ず精神・ 心理的脆

弱性や社会的脆弱性等の多面的な問題を

抱えやすく 、 自立障害や死亡を含む健康

障害を 招き やすいハイ リ スク 状態を 意味

する。  

プレパンデミ ッ ク ワク チン 将来パンデミ ッ ク を生じ るおそれが高く

あら かじ めワク チンを備蓄し ておく こ と

が望まれるウイ ルス株を 用いて開発・ 製

造するワク チン。  

新型イ ンフ ルエンザのプレ パンデミ ッ ク

ワク チンについては、 新型イ ンフ ルエン

ザが発生する前の段階で、 新型イ ンフ ル

エンザウイ ルスに変異する可能性が高い

鳥イ ンフ ルエンザウイ ルスを 基に製造さ

れるワク チン 

まん延防止等重点措置 特措法第２ 条第３ 号に規定する新型イ ン

フ ルエンザ等まん延防止等重点措置のこ

と 。 第31条の８ 第１ 項の規定に基づき 、

新型イ ンフ ルエンザ等が国内で発生し 、

特定の区域において、 国民生活及び国民

経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある

当該区域における新型イ ンフ ルエンザ等
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のまん延を 防止するため、 まん延防止等

重点措置を 集中的に実施する必要がある

も のと し て政令で定める要件に該当する

事態が発生し たと 認めると き 、 国が公示

し た期間において、 当該区域を管轄する

都道府県が講ずる措置。 例えば、 措置を

講ずる必要があると 認める業態に属する

事業を 行う 者に対し 、 営業時間の変更等

を 要請するこ と 等が含まれる。  

無症状病原体保有者 感染症法第６ 条第11項に規定する感染症

の病原体を 保有し ている者であっ て当該

感染症の症状を 呈し ていないも のを い

う 。  

有事 新型イ ンフ ルエンザ等に位置付けら れる

可能性のある感染症の発生の情報を 探知

し た段階から 特措法第21条に規定する政

府対策本部の廃止までを いう 。  

予防計画 感染症法第10条に規定する都道府県及び

保健所設置市等が定める感染症の予防の

ための施策の実施に関する計画 

リ スク コ ミ ュ ニケーショ ン 個人、 機関、 集団間での情報や意見のや

り と り を通じ て、 リ スク 情報と その見方

の共有を目指す活動であり 、 適切なリ ス

ク 対応（ 必要な情報に基づく 意思決定・

行動変容・ 信頼構築等） のため、 多様な

関与者の相互作用等を重視し た概念 

臨床像 潜伏期間、 感染経路、 感染性のある期

間、 症状、 合併症等の総称 

臨床研究中核病院 日本発の革新的医薬品・ 医療機器の開発

等に必要と なる質の高い臨床研究を 推進

するため、 国際水準の臨床研究や医師主

導治験の中心的役割を担う 病院と し て、

医療法第４ 条の３ の規定に基づき 厚生労

働大臣の承認を 受けたも の 

ワク チン開発・ 生産体制強化戦略 新型コ ロナウイ ルスによるパンデミ ッ ク

を 契機に、 我が国においてワク チン開発
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を 滞ら せた要因を 明ら かにし 、 解決に向

けて国を挙げて取り 組むため、 政府が一

体と なっ て必要な体制を 再構築し 、 長期

継続的に取り 組む国家戦略と し て2021年

６ 月１ 日に閣議決定さ れたも の 

ワンボイ ス 危機管理において「 一つの声で語る」 と

いう 意味を 持ち、 関係者全員が一貫し た

メ ッ セージを 発信するこ と の重要性を 指

す言葉 

EBPM エビデンスに基づく 政策立案（ Evi dence-

Based Pol i cy Maki ngの略） 。 ①政策目的

を 明確化さ せ、 ②その目的達成のため本

当に効果が上がる政策手段は何か等、 政

策手段と 目的の論理的なつながり （ ロジ

ッ ク ） を明確にし 、 ③こ のつながり の裏

付けと なるよう なデータ 等のエビデンス

（ 根拠） を 可能な限り 求め、 「 政策の基

本的な枠組み」 を 明確にする取組 

I CT I nf or mat i on and Communi cat i on 

Technol ogyの略。 情報( i nf or mat i on) や通

信( communi cat i on) に関する技術の総称。

利用者の接点と なる機器・ 端末、 電気通

信事業者や放送事業者等が提供するネッ

ト ワーク 、 ク ラ ウド ・ データ センタ ー、

動画・ 音楽配信等のコ ンテンツ・ サービ

ス、 さ ら にセキュ リ ティ やAI 等が含まれ

る。  

I HEAT要員 地域保健法第21条に規定する業務支援員 

※「 I HEAT」 は、 感染症のまん延時等に地

域の保健師等の専門職が保健所等の業務

を 支援する仕組みのこ と 。  

PCR ポリ メ ラ ーゼ連鎖反応（ Pol ymer ase 

Chai n React i onの略） 。 DNAを 増幅するた

めの原理であり 、 特定のDNA断片（ 数百か

ら 数千塩基対） だけを選択的に増幅さ せ

るこ と ができ る。  
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PDCA Pl an（ 計画） 、 Do（ 実行） 、 Check（ 評

価） 、 Act i on（ 改善） と いう 一連のプロ

セスを 繰り 返し 行う こ と で、 業務の改善

や効率化を 図る手法の一つ。  

５ 類感染症 感染症法第６ 条第６ 項に規定する感染

症。 新型コ ロナは、 2023年５ 月８ 日に５

類感染症に位置付けら れた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〒380-8512 

⻑ 野市大字鶴賀緑町1613番地 

長野市総務部危機管理防災課 

電  話： 026-224-5006 

ﾌｧｸｼﾐﾘ： 026-224-5109 

E-mail： kikibousai@ city.nagano.lg.jp 
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